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「多様な雇用」に対応した賃金・処遇に向けて
―「『賃金格差』から賃金を考える」PART Ⅱ―

JILPT 特任研究員　浅尾　裕

　ＢＬＴ2010年７月号に「正規・非正規間の賃金格差
から賃金を考える」という論考を書かせていただいて
から８年近くが経った。そのときも厚生労働省「多様
化調査」（就業形態の多様化に関する総合実態調査）の特
別集計データを活用した論考であったが、今回も同じ
調査のデータを用いた分析結果から入っていくことと
なる。とはいえ、前回は平成19年の調査が最新の調
査であったが、今回は平成26年調査が最新であり、15
年以降計４回の同調査データの特別集計を行った（注１）。
その集計・分析結果の一つとして得た正規・非正規形
態間の賃金格差の動向などを概観することを通じて、
雇用の多様化に対応した賃金・処遇のあり方について
日頃から考えていることをしたためたい。もとより、
研究者としての私見であることを申し添えておきたい。

賃金関数により算出した賃金格差の動向

　どれくらいの賃金格差があるのかを論じるときは、
正社員の平均賃金と契約社員や派遣労働者、パートタ
イム労働者といった非正規形態の雇用者の平均賃金と
を単純に比較するだけではそれほど意味のあるものと
はならない。賃金額を決定する様々な要素をそろえた
うえで比較することが必要になる。そこで、よく用い
られるのが、様々な属性等を盛り込んだ賃金関数を推
定し、そこから格差を析出する方法である。それにも
いろいろなアプローチがあるが、今回の分析ではもっ
ともシンプルな方法をとった。すなわち、賃金関数の
説明変数の一つとして正社員を基準とした非正規形態
ダミー （それぞれの非正規形態に該当するときは
「１」、そうでないときは「０」を与えた変数）を設
定し、それに係る回帰係数の値を格差の程度を示す指
標とするものである。これ以外の説明変数は、「多様
化調査」データから標準的なものを盛り込んだ。女性 
（ダミー）、学歴、年齢、勤続年数、労働時間、産業、

職業、企業規模である。被説明変数は、月間賃金総額
である（注２）。ただし、標準的であるのは項目の種類
だけであり、例えば、賃金関数の推定では一般的となっ
ている、賃金額の自然対数をとったり、年齢の２乗項
を入れたり、といったことはしていない。これは主に、
シンプルな推定とするとともに、推定結果が直感的に
理解でき、また、操作しやすさを優先したことによる。
例えば､形態ダミーの回帰係数は、その値に単位 （万
円）を付ければ、そのまま正社員との平均的な賃金差
とみなすことができる。したがって、正社員の平均賃
金額からその賃金差を差し引いて得られた額を正社員
の平均賃金額で割って100を乗じれば、正社員を100
とした各形態の賃金格差指数を算出することができる。
あくまで計算上の平均的な姿であるが、賃金関数に説
明変数として投入された様々な属性・要素を考慮した
うえでの格差の程度を示す指標ということはできる。
なお、格差指数は、正社員の賃金水準に対してそれぞ
れの形態の賃金がどの程度の水準にあるかを示すもの
であり、「格差」の視点からは、その上昇は「格差」
の縮小を、低下は「格差」の拡大を示すこととなる。
　こうした「標準的な」賃金関数により計算された格
差指数の推移を整理したものが、図１である。なお、
平成19年調査ではデータの制約から「標準的な」賃
金関数を推定することができないので、15年、22年
及び26年の３時点の推移となっている。それをみると、
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この間において、契約社員と
パートタイム労働者は、平成
26年は22年を若干下回っては
いるものの、正社員との賃金格
差は縮小傾向にあったことが示
された。また、常雇型派遣労働
者 （派遣の有無にかかわらず派
遣元に雇用されているタイプ）
ついても、22年から26年にか
けての低下幅がやや大きいもの
の、26年の格差指数は15年を
かなり上回っており、同様に格
差の縮小傾向がみて取れる。一方、登録型派遣労働者 
（派遣されている期間だけ派遣元に雇用されているタ
イプ）では、26年の格差指数は15年と同程度であり、
明確な格差縮小傾向はみられていないということがで
きる。こうした結果からは、近年の雇用就業形態にお
ける格差に対する関心の高まりもあって、正規・非正
規間の賃金格差は、登録型派遣労働者は別として、縮
小の兆しがみられているといってもよいと思われる。
とはいえ、契約社員で15％程度、パートで30％程度、
派遣労働者で20％程度の格差がみられているところ
であり、それが理由のある、合理的な格差なのかどう
かについては、引き続き検討していく必要はある（注３）。

特定の産業の特定の職業についてみると

　上述の賃金格差指数の推移は、雇用者すべて （総計）
を対象とした推定結果によるものである。産業と職業 

（種）はダミー変数として関数に投入され一応考慮さ
れてはいるものの、平均的な水準調整にとどまってお
り、産業や職業ごとの賃金決定のしくみの違いはあま
り反映できてはいない。そこで、産業・職業を特定し、
特定の産業において特定の職業 （以下「特定産職」と
いう。）で就業する雇用者のみを対象として、標準的
な賃金関数 （産業と職業は説明変数から除く）を推定
し、賃金格差をみてみた。特定産職は、非正規雇用を
めぐって注目されることの多い産業と職業を選んで設
定した（注４）。表１には、六つの特定産職における推
計結果を掲げた。「各種商品・食料品小売業の販売職」
はデパートや総合スーパー、食品スーパーの販売店員、
「医療・福祉の専門的技術的職業」は看護師や各種療
法士、臨床検査技師、相談員など、「医療・福祉のサー
ビス職業」は介護現場を支えるヘルパーなど、「情報
通信業の専門的技術的職業」はSEなどICT関連の技
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図１　賃金関数（OLS）から試算される格差指数の推移（正社員＝ 100）

注：�被説明変数は各年9月の賃金総額、説明変数は年齢、勤続年数、実労働時間、女性ダミー、産業、職種、
最終学歴、企業規模のダミー変数を投入している。

表 1　賃金関数（OLS）から試算される格差指数の推移（正社員＝ 100）―特定産職別―

各種商品・食料品小売業の販売職 医療・福祉の専門的技術的職業 医療・福祉のサービス職業

平成15年 平成22年 平成26年 平成15年 平成22年 平成26年 平成15年 平成22年 平成26年

（正社員の平均賃金額（万円）） 29.6� 24.3� 26.9� 23.4� 27.7� 28.4� 20.6� 20.6�

契約社員 47.6� 82.0� 84.7� 74.6� 84.4� 83.0� 75.8� 88.3�

登録型派遣労働者 58.7� 80.0� 76.7� 96.8� 84.6� 87.3� 71.7� 77.3�

常雇型派遣労働者 64.0� 72.9� 72.9� 72.7� 82.8� 80.4� 74.5� 84.4�

パートタイム労働者 43.8� 62.6� 67.7� 62.9� 75.3� 74.2� 58.4� 74.3�

情報通信業の専門的技術的職業 道路運送業の運輸・通信従事者 消費関連製造業の生産工程・労務作業者

平成15年 平成22年 平成26年 平成15年 平成22年 平成26年 平成15年 平成22年 平成26年

（正社員の平均賃金額（万円）） 29.3� 35.9� 34.0� 35.1� 29.4� 29.0� 21.9� 24.8� 26.5�

契約社員 97.3� 107.5� 102.9� 89.3� 89.5� 87.9� 78.5� 86.5� 72.6�

登録型派遣労働者 103.6� 99.2� 87.4� 54.7� 59.1� 118.4� 80.4� 69.2� 69.4�

常雇型派遣労働者 94.2� 88.8� 91.3� 95.8� 78.7� 72.2� 83.2� 73.0� 73.6�

パートタイム労働者 78.6� 56.4� 53.6� 65.4� 76.1� 72.8� 78.6� 73.4� 65.9�

注：「医療・福祉のサービス職業」の平成15年は、賃金関数そのものにおいて有意性が析出されなかったので､割愛している。
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術者など、「道路運送業の運輸・
通信従事者」は各種のドライ
バー、「消費関連製造業の生産
工程・労務作業者」は食料品製
造現場の作業者などをそれぞれ
イメージしたものである。ただ
し、それぞれのイメージに合っ
たもの以外にも当該区分に該当
する様々な従業者が含まれてい
ることには留意が必要である。
　表からは、まず、契約社員で
格差指数が上昇、すなわち格差
が縮小している特定産職が多いこと等を挙げることが
できる。とりわけ「情報通信業の専門的技術的職業」
では、正社員との間での格差そのものが析出されてい
ない。こうした相対的に高度な技術を要する職域では、
正社員と遜色ない賃金が支払われていることが窺える。
パートについても、「各種商品・食料品小売業の販売職」、
「医療・福祉の専門的技術的職業」、「道路運送業の運
輸・通信従事者」で格差縮小の動きが示されている。
一方、「消費関連製造業の生産工程・労務作業者」では、
パートの格差は拡大傾向がみられている。派遣労働者
については、調査回によって変動が大きく特定の傾向
を見出すことはできない。変動が大きいこと自体が、
特徴ないし実態といえるのかも知れない。
　「医療・福祉のサービス職業」においては、平成22
年から26年にかけて各形態とも格差は縮小している
一方で、正社員の平均賃金額20万円程度と相対的に
低い水準であることも、注目される。
　特定産職のように、より具体的な職域に近づいてみ
ると、状況は様々である。格差が縮小しているばかり
かほとんどない職域もあれば、一方で、格差が拡大し

ている職域もみられる。また、形態による格差と併せ
て、正社員を含めた全体としての賃金水準自体に課題
を抱えていると思われる職域もみられている。

考慮要素の追加と賃金格差指数の変化

　「標準的な」賃金関数による賃金格差の計測に対して、
前項では特定産職というより具体的な職域に降りてみ
る必要を示唆した。一方、ここでは、賃金関数に盛り
込む説明変数、すなわち格差をみるに当たって考慮す
る要素を増やしていく必要を示唆してみたい。
　表２の「標準的モデル」の欄は、年齢、勤続、労働
時間の三つの要素以外の説明変数のセットは変えない
で、これら３要素を順次追加投入したときに、推計さ
れる格差指数にどのような変化がみられるかをみたも
のである。例えば契約社員についてみると、年齢だけ
のときの格差指数は74.4であるものが、勤続年数を
追加したときは83.4になり、さらに労働時間を追加
すると85.8に上昇する。他の形態についても、上昇
の程度は異なるものの、要素を追加するごとに格差指
数は上昇している。とりわけ、パートでは合わせて
20ポイントを超えて上昇している。さらに、「標準的
なモデル」の範囲を越えて、表２の脚注にあるような
項目を説明変数として追加投入した「拡大モデル」の
賃金関数も推定してみた。事業所の （営業）形態 （例
えば「事務所」、「工場・作業所」、「営業所」など）、
事業所の非正規形態の活用理由や活用上の問題点は、
「職業」では十分に調整しきれない職務上の違いを、
非正規形態の雇用者の側のその形態を選んだ理由は、
具体的な働き方や仕事に求めるものの違いをそれぞれ
反映するものと想定している。また、都道府県ダミー

表２　説明変数の追加投入に伴う賃金関数による格差指数の変化
（正社員＝100）　（平成26年）

注：�説明変数としては、標準モデルではほかに女性（男女計の推計のみ）、産業、職種、最終学歴、企業規模の
ダミー変数を投入している。さらに「拡大モデル」では、事業所の営業形態、事業所の非正規活用理由、
活用上の問題点、雇用者の形態選択理由及び都道府県ダミーを投入している。

標準的モデル

拡大モデル
順次追加した項目⇒ 年齢のみ 年齢＋勤続 年齢＋勤続＋

労働時間

契約社員 74.4� 83.4� 85.8� 85.8�

登録型派遣労働者 62.7� 72.9� 78.3� 78.3�

常雇型派遣労働者 68.1� 76.8� 79.8� 79.5�

パートタイム労働者 47.3� 56.0� 68.4� 73.2�
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は、賃金の地域間格差の
調整を念頭においている。
その結果、パートで５ポ
イント程度の格差縮小が
推計された。トータルと
して、「年齢のみ」では
格差のもっとも小さい契
約社員ともっとも大きい
パートとの間には格差指
数で27ポイントほどの
違いであったのに対して、
「拡大モデル」では12
～３ポイント程度の違いとなっている。
　このように、考慮する要素が異なれば算出される格
差も違ったものになる。ここまでの賃金関数によって、
一定の「説明されない」賃金格差の存在が示唆されて
いるが、一方、データの制約から関数に盛り込めない
ものの、まだまだ考慮すべき要素が残っていることも
想定され、どの程度の格差が存在するかについては抑
制的な対応が望まれるといえる。また、このことは、「同
一労働同一賃金」の推進に当たっては、何をもって「同
一労働」とするかが中心的な論点になることも示唆し
てもいる。

賃金以外の関係制度も重要

　事業所における正社員との格差是正の観点からの
「同一労働同一賃金」は取り組まれるべきものである
ことはいうまでもない。他方、それとともに併せて、
非正規雇用における処遇改善においては、非正規雇用
者のニーズにあった「的確な処遇」という考え方も必
要であると思われる。非正規形態で働く人々は、正社

員とは異なるニーズを抱えている場合も少なくない。
したがって、正社員との格差是正とは異なる観点から、
賃金ばかりでなく福利厚生等の各種制度も含めて、そ
のニーズに的確に対応した処遇をしていくという観点
も併せて強調されてもよいと思われる。図２は、「多
様化調査」の集計結果から、パートに各種制度を適用
している事業所の割合の推移をみたものであるが、「正
社員への転換制度」、「福利厚生施設等の利用」、「昇進・
昇格」を適用する割合が上昇してきている。また、こ
れらは、正社員への適用をしていない事業所でパート
への適用割合が上昇していることによるところも少な
くない。事業所によっては、正社員とパートとが必ず
しも同じ福利厚生等の適用が求められるとは限らない
ことを示唆するものとも思われる。一方、近年、非正
規雇用者に対して賞与を支給する事業所の割合が低下
している。しかし、賞与が企業の結果としての好業績
を従業員にも分配する制度であるとするならば、非正
規雇用者にも支給されてよいと考えるところであり、
再検討を求めたい。

企業・事業所内処遇決定システムの （再）
構築を
　雇用の多様化の多様性に対処しつつ、「同一労働同
一賃金」の推進とともに、総体的な「的確な処遇」を
実現するためには、企業・事業所における非正規の形
態の雇用者も含めた労使の話し合いとそれに基づいた
処遇決定システムの構築が重要であることを指摘した
い。「同一労働」とは何かを最終的に決めるのも、そ
うした仕組みをベースにして行われるものと考えられ
る。また、企業内で個々の従業員が「声」を挙げるこ

図２　パートタイム労働者に対する制度適用割合（パートのいる事業所）
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とができ、適正な手続きによるものである限り特段の
不利益を被ることがないようにすることも重要である。
さらに、決定された処遇ルールは、採用活動の際などに
は広く開示されることも必要である。処遇ルールは企
業によって同じである必要はないが、その内容は求職
者等に十分に開示され、応募企業の選択に当たっての
考慮に活かされなければならない。そうしてこそ、労
働市場の機能が十二分に発揮されることとなる。
　冒頭に紹介した2010年７月号の本誌で、筆者の賃
金についての基本的な考え方に基づき、「賃金のあり
方に関する規準」なるものを提示させていただいた。
項目だけ掲げれば、「労働生産性適合原則」、「役割期
待配分規準原則」、「適材適雇用コースの原則」、「過大
格差回避原則」、「生計可能性配慮原則」、「雇用変動補
償原則」となる。現在もこの考えは変わっていない。

【注】
１　JILPT資料シリーズ№202参照。
２　賃金額や勤続年数、 （実）労働時間、年齢は、「多様化調査」で

はカテゴリーで調査されているので、カテゴリーの範囲の中間値、
すなわち階級値により数値化した。

３　詳述は避けるが、正規・非正規間の賃金格差には、勤続によっ

て賃金が上昇する度合の違いが一つの大きな要因となっている。
今回の分析において、形態別に賃金関数を推定した結果 （平成26
年）をみると、勤続年数に関し計測された係数は正社員が0.503
であるのに対して、契約社員0.102、登録型派遣労働者0.281、常
雇型派遣労働者0.341、パート0.057となっている。勤続が長くな
るほど、賃金格差はより大きくなることが示されている。

４　特定産職をみることで、総計での分析ではとらえられない特徴
をみることはできる面は多い。一方で、特定産職の産業や職業は
大分類又はそれに準じた大括りの区分のものであるので、限界の
ある分析であることには留意する必要がある。

プロフィール
浅尾裕（あさお・ゆたか）
JILPTで非正規雇用に関する調査研究やその他の労
働政策の研究に従事。平成26年３月定年退職し、同
４月から特任研究員となる。最近の調査研究成果に、
ＪＩＬＰＴ労働政策研究報告書№186「労働力不足
時代における高年齢者雇用」（共著／2016年11月）
などがある。


